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１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,607,926 ※1  2,267,768

受取手形及び売掛金 2,094,131 1,943,721

有価証券 500,600 －

たな卸資産 1,305,684 ※2  996,520

前渡金 79,361 250,866

繰延税金資産 86,880 82,692

未収入金 42,211 66,495

その他 70,585 74,361

貸倒引当金 △3,729 △4,333

流動資産合計 5,783,650 5,678,094

固定資産   

有形固定資産   

建物 85,846 84,661

減価償却累計額 △37,620 △44,869

建物（純額） 48,225 39,792

機械装置及び運搬具 4,041 9,995

減価償却累計額 △2,779 △4,683

機械装置及び運搬具（純額） 1,261 5,312

金型 1,316,207 1,560,954

減価償却累計額 △1,049,886 △1,369,381

金型（純額） 266,321 191,572

工具、器具及び備品 636,176 670,980

減価償却累計額 △501,329 △614,141

工具、器具及び備品（純額） 134,846 56,839

土地 1,892 1,892

建設仮勘定 19,568 153,148

有形固定資産合計 472,116 448,557

無形固定資産   

のれん 134,924 101,193

その他 58,093 63,514

無形固定資産合計 193,018 164,708

投資その他の資産   

投資有価証券 5,928 5,653

長期貸付金 － 1,100

繰延税金資産 47,625 39,074

その他 236,837 265,529

貸倒引当金 △16,465 △27,599

投資その他の資産合計 273,926 283,758

固定資産合計 939,061 897,023

繰延資産   

社債発行費 13,701 27,765

繰延資産合計 13,701 27,765

資産合計 6,736,413 6,602,882
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  1,089,299 ※1  1,212,389

短期借入金 430,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 30,000 －

1年内償還予定の社債 716,000 349,750

未払法人税等 17,502 636

未払費用 ※1  440,134 ※1  274,027

前受金 41,029 240,076

その他 78,426 83,535

流動負債合計 2,842,393 2,190,416

固定負債   

社債 469,000 1,069,250

その他 9,500 14,444

固定負債合計 478,500 1,083,694

負債合計 3,320,893 3,274,110

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,729,924 1,735,684

資本剰余金 1,750,070 1,755,785

利益剰余金 △64,163 △178,293

株主資本合計 3,415,830 3,313,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △284 △351

為替換算調整勘定 △3,913 △5,188

評価・換算差額等合計 △4,198 △5,540

新株予約権 － 21,136

少数株主持分 3,887 －

純資産合計 3,415,520 3,328,772

負債純資産合計 6,736,413 6,602,882
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平成20年６月16日

株式会社セガトイズ 

取締役会 御中 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社セガトイズの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年

度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キ

ャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、株式会社セガトイズ及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。 

  

追記情報  

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当連結会計年度よ

り法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産の減価償却方法については、

改正後の法人税法に基づく方法に変更している。 

   

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

 以  上

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士 水 谷  英 滋 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士 中 村  宏 之 

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有
価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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平成21年６月16日

株式会社セガトイズ 

取締役会 御中 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社セガトイズの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年

度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キ

ャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、株式会社セガトイズ及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。 

追記情報 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当連結会計年度よ

りたな卸資産の評価に関する会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により連結財務諸表

を作成している。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士 中  泉   敏 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士 中  村  宏 之
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社セ

ガトイズの平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を

整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立

場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務

報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に

準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告

書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査

を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者

が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、

内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、株式会社セガトイズが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である

と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部

統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

 以  上

  

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有
価証券報告書提出会社)が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しており
ます。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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平成20年６月16日

株式会社セガトイズ 

取締役会 御中 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社セガトイズの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第18期事業

年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について

監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社セガトイズの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

追記情報  

 重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当事業年度より法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産の減価償却方法については、改正後の法人税法に基づく方法に変更

している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以  上

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士 水 谷  英 滋

指定社員 

業務執行社員
公認会計士 中 村  宏 之

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有
価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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平成21年６月16日

株式会社セガトイズ 

取締役会 御中 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社セガトイズの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第19期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監

査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社セガトイズの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当事業年度よりたな卸資産の評価に関する会計基準

が適用されることとなるため、この会計基準により財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以  上

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士 中  泉   敏 

指定社員 

業務執行社員
公認会計士 中  村  宏  之

(※)１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有
価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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【表紙】  

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月16日 

【会社名】 株式会社 セガトイズ 

【英訳名】 ＳＥＧＡ ＴＯＹＳ ＣＯ．，ＬＴＤ． 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國 分  功  

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都台東区柳橋一丁目４番４号 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

 （東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号） 

  

  



代表取締役社長國分 功は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業

会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の

評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準

拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の

虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成21年３月31日を基準日として行われて

おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いた

しました。 

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）

の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務

プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を

及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内

部統制の有効性に関する評価をいたしました。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす

影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金

額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社１社を対象として行った全社的

な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

なお、連結子会社３社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部

統制の評価範囲に含めておりません。 

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社

間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達して

いる１事業拠点を「重要な事業拠点」と選定いたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の

事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象と

いたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につ

いて、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリ

スクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の

大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断

いたしました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月16日 

【会社名】 株式会社セガトイズ 

【英訳名】 ＳＥＧＡ ＴＯＹＳ ＣＯ．，ＬＴＤ． 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  國 分   功 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都台東区柳橋一丁目４番４号 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

 （東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号） 

  

  



当社代表取締役社長 國分 功は、当社の第19期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31 日)の有

価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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